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県教育委員会より自転車を運転するときのの交通ルールを守りましょうという依頼がありま

した。内容は「児童（6歳から13歳未満）は自転車で歩道を通行することができることから、

歩行者に十分注意して歩道を通行するように発達段階や道路環境を考慮して指導してくださ

い。」です。また、自転車の運転者はヘルメットをかぶるように努めなければならない。児童

を保護する責任のあるものは、自転車を運転するときはヘルメットをかぶらせるように努めな

ければならない。（道路交通法の一部を要約しています。）学校でも歩道での走行、ヘルメッ

トの着用の推奨をしていきます。ご家庭でもお声かけお願いします。

自転車の安全に利用するためのルールについて

11月10日（木）5年生は土面づくりを行いました。工芸の丘の陶芸家さんからご指導を受

け、作品作りを熱心に行いました。できたお面は窯で焼いて来年春に開催される陶炎祭りの

土面フェスティバルに出品します。出来上がりが楽しみです。

５年生の土面づくり

11月9日（水）に6年生と笠小まもローズの方とで国道前の花壇に花の定植を行いました。

パンジー、ノースポール、チューリップの花々が春には色鮮やかに咲くことが楽しみです。ま

た、地域の方にこの花壇の除草作業や整備、落ち葉履きなどを行っていただき大変感謝をして

おります。

６年生 正門前の歩道の花壇の植栽

お願い

保護者の方が忘れ物を届けたり体調不良や家事都合でお子様を送り迎えをする場合はB棟職

員玄関のインターホンで職員室に連絡をしてください。職員が対応をいたします。防犯上、直

接教室まで行くことはご遠慮願います。


